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第 １ 章  総 則

1. （適用）

本特記仕様書は、「令和６年度三好市創業セミナー【基本編】委託業務」（以下「業

務」という。）に適用する。

業務の履行にあたっては、本特記仕様書に従う他、別添の「委託業務特記仕様書」（委

託契約総則）に基づき実施しなければならない。

2. （定義）

本特記仕様書において、委託者三好市を「甲」、受託者を「乙」という。

3. （目的）

日本では、企業全体に占める中小企業の数は「99.7％」、従業員数の割合は「3人に

2人」と言われており、三好市にとっても新しい産業や雇用機会を創出したり、地域経

済を活性化したりする中小企業は、まさに地域経済の基盤といえる存在であり、現在

世界的な大企業の多くも、もともとは起業・創業から始まっている。

このことからも、地域経済の活性化は起業家たちがどれだけ活躍できるかにかかっ

ているといえる。

そこで創業にチャレンジする人たちの「夢」を具現化する支援策として、三好市創

業セミナー【基本編】を開催する。

4. （業務の執行）

業務を実施する上で、問題が発生した場合は、乙は速やかに甲へ連絡し、追って文

書にて報告するものとする。また、関係法令等の遵守に努め、適正かつ円滑に努める

こと。

5. （訂正、補足）

乙は、業務完了後といえども過失又は潰漏等に起因する不良個所が発見された場合

は、訂正、補足等の適切な処理を速やかに行い、納入しなければならない。

6. （秘密の保持）

乙は、業務の実施にあたり、知り得た内容・個人情報について、細心の注意をもっ

て取り扱い、他に漏らしてはならない。また、業務で得られた資料及び成果を甲の許

可なく、外部に貸与並びに使用させてはならない。

7. （疑義）

本特記仕様書に定める事項及び定めのない事項に関して疑義が生じた場合は、甲乙

協議の上でこれを定める。



8. （準拠する法令等）

本業務にあたっては、本特記仕様書によるほか次の関係法令等に準拠して行うもの

とする。

・日本国憲法・地方自治法・その他関係法令、通達及び通知

9. （業務内容）

10. （提案について）

業務費用の見積もりについては、内容及び事業費が判る見積とすること。

提出様式は A4サイズとし、文字サイズは原則 10P 以上とすること。

提出部数は、正本１部（押印のあるもの）とする。

11.（その他）

  本セミナーの日程等について変更があった場合、経費精算方法については甲乙協議し

て決定するものとする。

      

業務内容

◇セミナーカリキュラム

◆財務 ◆経営 ◆販路開拓 ◆人材育成

上記項目内容は必ず盛り込んだセミナーとすること。

開催期間は 1か月以上とすること。

開催回数は５回以上とすること。

最少催行目標人数 １０名以上

  期限は令和６年１０月３１日（木）まで

◇創業者の掘り起し

甲が受講生募集を行うことは勿論のこと、創業希望者掘り起しのため乙においても

受講生募集を行うこと。

◇成果品

成果品として、参加者名簿、講師名簿、開催状況写真、各回セミナー資料、参加者

アンケート、事業費精算書、参加者募集チラシ等を提出すること。

なお、成果品についての著作権は作成者に帰属するものとする。


